
１．対象業者の商号又は名称（代表者名）及び住所

( )

２．措置期間

8 年 6 月 29 日 ～ 8 年 7 月 19 日 （ ）

３．事実概要

４．措置理由

７　県発注工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切で
あったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認め
られるとき。

当該認定をした日から
２週間以上４か月以内

問い合わせ先

福島県総務部入札監理課
福島県福島市杉妻町２－１６

（電話）０２４－５２１－７８９９

　令和８年４月２０日、当該人が一次下請負人として施工中の県中農林事務所発注「ため
池整備０７０１工事枇杷沢池(下)地区」（第25-36220-0086号）において、当日予定して
いなかった自社のＷｅｂカメラを固定するため、元請負人と協議せずに、当該人の職長が
二次下請作業員2名に単管支柱打ち込み作業を指示した。その際、支え役の左手人差し指
が、打ち込み役の振り下ろしたハンマーと単管支柱の頭に挟まれ負傷した。
　この事故では、元請負人が予定外作業時のルールを定め周知していたにもかかわらず、
当該人が簡易作業と判断し、予定外作業の所定の手順を実施せず、また作業手順書の作成
等も行わずに作業を行ったことなど、安全管理の措置が不適切であったと判断される。

　上記のことが、本県建設工事等入札参加資格制限措置要綱別表第１　７（安全管理措置
の不適切により生じた工事関係者事故）に該当するため。

【入札参加資格制限措置要綱別表第１　７】

措　　置　　要　　件 期　　間

（安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故）

様式第7号（第14条関係）

入札参加資格制限措置の概要

商号又は名称(代表者名) ＹＣＧ福島株式会社 代表取締役　三上　龍治

法人番号 6380001008775

住 所 福島県田村郡三春町大字貝山字沼倉２４０

令和 令和 3週間


